
想定される課題への対応
神戸中央サポセンの管轄区域が広がることにより、継続補導

等での保護者等による送迎負担の増加が想定されます。
→ 遠方等の理由により来所が困難な場合は、職員が
少年宅に赴いたり、付近の警察施設や学校等を利用
して面談を行うなどにより対応します。

少年サポートセンターが一部統合されます

期待される効果
神戸中央サポセンの職員が増員されることで、相談等の受理体制が拡

充されて相談機関としての対処能力向上が見込まれるほか、新たに管轄
となる東灘区・灘区・北区の対処体制も維持することが可能となります。

少年サポートセンターの統廃合
令和８年４月１日から、サポセン２箇所（神戸東部・神戸北部）を廃

止して、神戸中央サポセンへ統合します。
※ 職員を神戸中央サポセンに増員配置して、神戸東部、神戸北部の

管轄区域での諸活動をカバーします。

令和８年３月27日
少 年 課 補 導 係

神戸東部

主な変更点

神戸中央 神戸北部 神戸西部 神戸垂水 明石 西宮

尼崎

阪神北

東播

姫路

姫路南

【神戸市内を担当する少年サポートセンター】 【阪神地区】【東西播地区】

※ 変更なし

注意事項

今後とも
よろしくお願い
します。

この担当
兵庫県警察本部生活安全部

少年課補導係
℡.078-341-7441（内線3081,3082）

令和８年３月27日以降、神戸東部サポセンと神戸北部サポセンは電話が繋が
らなくなるため、用件のある方は神戸中央サポセンまで連絡をお願いします。

サポセンのキャラクター サポセンジャー

神戸東部、神戸北部は廃止されますが…

（078-241-6200）


